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第１章 総則 

 業務目的 

本仕様書は、羽曳野市（以下「発注者」という。）が水道料金徴収等営業関連業務（以下

「本業務」という。）を委託するにあたり、本業務を行う契約業者（以下「受託者」という。）

に対して本業務に関する内容について定め、本業務を円滑に履行することを目的とする。 

また、共同業者選定による広域的な組織体制を構築するための検討を行い、本業務の高度

化及び効率化、並びに危機管理体制の強化を図ることを目的とする。 

 

 適用範囲  

（１）本仕様書は、発注者が発注する本業務に適用する。受託者は、本仕様書に従い、誠

実かつ安全に業務を履行しなければならない。業務履行場所は、羽曳野市水道事業

給水区域、水道局が指示する区域とする。 

（２）本仕様書及び別紙に疑義が生じた場合は、発注者と受託者との協議により決定する。 

 

 履行期間  

本業務の期間は次のとおりとする。 

契約期間は、委託契約締結日の翌日から令和１１年１１月３０日までとする。 

履行期間は、令和５年１０月１日から令和１１年１１月３０日までとする。 

なお、委託契約締結日の翌日から履行開始日の前日までの期間は、業務準備期間とする。  

 

 業務時間  

委託業務に係る事務所の業務時間は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）平日は、午前９時００分から午後５時３０分までとする。 

（２）土曜日、日曜日は、午前９時から午後５時までとする。 

（３）国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日）は、休業日とする。 

ただし、各業務の日程や使用者等からの申込等に応じては、時間外や休業日におい

ても柔軟に対応するものとする。 

 

 業務内容 

業務内容は、次の各号に掲げるものとする。（詳細は、第2章による。） 

（１） 水道お客様センター業務（各種届出の受付、計量・漏水・料金等の相談受付、減

免処理、窓口収納、納入通知書等の発行、データの入力・処理、集計等の報告、収

納金の管理、消耗品購入・管理、その他関連する事務等。） 

（２） 検針業務 

（３） 開閉栓業務 
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（４） 収納業務（集金、口座振替、過誤納金の還付・充当事務を含む。） 

（５） 滞納整理業務（徴収不能債権整理事務の一部を含む。） 

（６） 給水停止及び解除業務 

（７） 給水装置工事等に関する申請関係業務等 

 

 

 秘密の保持 

受託者は、業務履行において知り得た秘密を発注者の承諾無く他人に漏らしてはならな

い。本業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

 法令等の遵守  

（１）受託者は、業務を実施するに当たり、遵守法令等に掲げる法令の他、関連する法令、

条例、規則等を遵守しなければならない。 

（２）受託者が使役する全ての使用人等に対する関係諸法令の運用、適用は、受託者の責任

と負担において行わなければならない。 

 

 受注責任者の選任等  

受託者は、業務の遂行にあたり、業務に従事する者の名簿を作成し、その内より管理監

督者及び業務責任者を選任し、発注者に提出するものとする。 

 

 中立性の堅持 

受託者は、中立性を堅持するよう努めなければならない。 

 

 公益確保の義務 

受託者は、業務を行うに当たっては公益の安全、環境その他の公益を害することのないよ

うに努めなければならない。 

 

 権利義務の譲渡の禁止 

受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。 

 

 委託契約の解除 

発注者は、受託者が契約を定めるものの外、仕様書及び仕様書細目の各項目を遵守でき

ないと認められるときは委託契約を解除し、かつ、損害賠償を請求することができる。 
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 提出書類  

（１）受託者は、契約締結後、速やかに業務着手時の提出書類に示す書類を発注者に提出し、

その承諾及び身分証明書の発行を受けた上で業務に着手しなければならない。各書

類の様式は発注者の指示によるものとする。 

（２）提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに変更届を発注者に提出

しなければならない。 

（３）受託者は、業務着手日以降、業務の実施期間中において、業務実施期間中の提出資料

に示す書類を発注者に提出しなければならない。各書類の様式は発注者の指示によ

るものとする。 

（４）受託者は、業務が完了したときは、速やかに業務完了時の提出図書に示す図書を発注

者に提出しなければならない。なお、これらの図書のうち年次報告書に記載する考察

には、各業務の結果を踏まえ、発注者の維持管理の一層の効率化に資する提言を含め

るものとする。 

（５）前各項の提出図書の他、発注者が提出を指示した書類は、指定期日までに提出しなけ

ればならない。 

 

 業務実施体制  

受託者は、業務実施体制に定める体制を整えなければならない。 

 

 再委託先の届出  

（１）受託者は、業務の一部を再委託する場合は、業務の着手に先立ち、再委託届により、

再委託先の名称、再委託の種類、金額、期間及び範囲等について届け出なければなら

ない。 

（２）発注者は、業務の実施に当たって、著しく不適当であると認められる再委託先につい

て、交代を命ずることがある。この場合、受託者は、直ちに必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

 地域住民等との協調  

（１） 受託者は、業務を実施するに当たり、必要に応じて地域住民等に業務内容を説明し、

理解と協力を得るとともに、紛争等が生じないように努めなければならない。  

（２） 受託者は、地域住民等から苦情、要望等があったときは、遅滞なく発注者に申し出

て、その指示を受けるとともに、誠意を持って対応し、その結果を速やかに発注者

に報告しなければならない。 

（３） 受託者は、如何なる理由があっても、地域住民等から報酬、手数料等を受け取って

はならない。再委託先及び使用人等についても、当該の行為について十分指導監督

すること。 
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（４） 再委託先及び使用人等が前項の行為を行ったときは、受託者がその責任を負うこと。 

 

 協力義務 

（１） 受託者は、隣接業務又は関連業務の受託者及び関連工事の請負者と相互に協力し、

業務を実施しなければならない。また、他事業者が実施する関連業務が同時に実施

される場合においても、これら関係者と相互に協力しなければならない。 

（２） 受託者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、

発注者の指示によりこれに協力しなければならない。  

 

 損害賠償及び補償  

（１） 受託者は、水道施設に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、その指示を受

けるとともに、速やかに原状復旧しなければならない。この場合において、原状復

旧に要する費用は受託者の負担とする。 

（２） 受託者は、業務の実施に当たり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損

害を与えたときは、その復旧及び賠償に全責任を負わなければならない。 

 

 業務事務所 

（１） 受託者が業務を実施する事務所は、別に定める場合を除き発注者の施設である羽曳

野市役所別館４階及び A 棟とする。 

（２） 受託者は、前項の事務所を善良なる管理者の注意をもって適切に管理しなければな

らない。また、業務の目的以外に使用してはならず、発注者の承諾なく改造等を行

ってはならない。 

（３） インターネット等通信に関する契約及び設置は、受託者の負担とする。 

（４） 必要に応じ、発注者執務室内において、業務を実施することができる。発注者執務

室内においては、OA 機器等を必要に応じ貸与を受けることができる。 

（５） お客様センターの備品については、受託者が準備する。 

 

 機材の準備  

業務の履行に必要な機材は、受託者の責任と負担において準備をしなければならない。

車両の配備については、作業車両を本事業専属車両として業務事務所に配備し、迅速な対

応がとれるよう準備すること。 

 

 貸与品等 

 (１) 業務にあたり必要な貸与品は、別紙「貸与品一覧」のとおりとする。 

 (２) 前項の貸与品一覧に記載のない貸与品で業務上必要なものがある場合は、協議のう

え貸与するものとする。 
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（３） 前項の貸与品のうち、印刷に係るコピー用紙及びトナーについては、受託者にて購

入するものとする。 

（４） 受託者は、貸与品を善良な管理の下、使用状況を常に明らかにしておかなければな

らない。 

（５） 受託者は、貸与品が故障又は災害その他の事故により、滅失や毀損などしたときは、

速やかにその旨を発注者に報告しなければならない。 

（６） 発注者は、受託者と協議の上、故障などの責任が受託者にある場合、その損害の補

填を請求することができ、受託者は速やかにその損害を賠償しなければならない。 

（７） 受託者が事務所に（水道お客様センター等）に受託者の備品を設置する場合には、

発注者の承認を得なければならない。 

 

 身分証明書 

発注者は業務従事者に対し、その旨を示す身分証明書を交付しなければならない。 

また、業務従事者は、業務に従事するときは常に身分証明書を携帯するものとする。 

 

 従事者の服装等 

（１） 受託者の従事者に安全でかつ清潔な統一した服装を着用させ、身分証明書を携行す

ること。 

（２） 来訪者に不快感を与えないようその言動に注意し、発注者の信用を傷つけるような

行為はしてはならない。 

 

 費用負担 

業務にあたり必要な費用として、次のものは発注者が負担する。 

(１) 貸与品の設置及び保守に要する費用（印刷に係る用紙、トナーを除く） 

(２) 封筒等の支給品の製作等に要する費用 

(３) 業務に使用する文書等及びデータ処理に係る費用 

 

 業務従事者の届出 

受託者は、業務に従事する従事者（臨時雇用者を含む。）の名簿を作成し、発注者へ

届け出なければならない。従事者の異動があった場合も同様とする。 

 

 打合せ及び記録  

（１） 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と密接な連絡をとり、必要

な段階で打合せを行うものとし、その内容については、その都度、打合せ記録簿を

作成、発注者に提出し、その確認を受けなければならない。 

（２） 受託者は、夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休における緊急時の連絡責任者を定
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め、緊急連絡表により、発注者に事前に報告しなければならない。 

 

 業務報告 

受託者は、業務に係る事務の経過を定期的に発注者に報告するものとする。 

 

 業務の引継ぎ及び費用 

受託者は、委託期間の満了もしくは第１３項による委託契約の解除によって、他の者が

新たな受託者に選定された場合、業務の円滑な引き継ぎのために、本契約期間中に、発注

者及び新たな受託者へ必要な引き継ぎ業務については、誠意をもって行わなければならな

い。また受託者は、業務委託契約が解除された場合又は契約が終了した場合は、職務上作

成した情報はすべて、発注者の指定する様式にて無償で引き継がなければならない。必要

な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請による。 

 

 災害等緊急時の危機管理 

受託者は、災害等緊急時を想定し、あらかじめ的確な対応がとれる体制を構築し、災害

時の復旧活動等に関する応援協定を発注者と締結し協力体制を構築しなければならない。 

 

 個人情報の保護 

 受託者及び業務従事者は、受託業務を遂行するにあたり個人情報を取り扱う場合は、個

人情報の保護に関する法律第６７条の規定を遵守し、下記のとおり個人情報の保護に努め

なければならない。 

（１） 個人情報の保護に関する法律第６６条第２項第５号の規定に基づき、個人情報の漏

えい、滅失、改ざん及び損傷等（以下「漏えい等」という。）を防止するために必要

な措置を講ずること。 

（２） 前号に掲げる漏えい等の防止措置について、責任者等の管理体制、個人情報の管理

の状況についての検査に関する事項等を発注者に対しあらかじめ書面で報告する

こと。 

（３） 受託者は業務従事者が個人情報を取り扱う場合において、当該業務従事者に対し、

個人情報の保護に関する法律第６７条の秘密保持義務規定並びに同法第１７６条、

第１８０条及び１８３条の罰則規定の趣旨を踏まえ、当該業務にあたるよう指導す

ること。 

（４） 受託者は業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終

了し、または解除された後も同様とする。 

（５） 個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのない

よう最大限努めなければならない。 

（６） 業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならな

い。 
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（７） 個人情報を含むデータを発注者の承諾なくして複写、複製又は加工をしてはなら

ない。 

（８） 個人情報を含むデータを本契約の目的外に使用し、又は第三者に提供してはなら

ない。 

（９） 個人情報を含むデータを発注者の承諾の上、複写、複製又は加工した場合、当該

データが業務の遂行上、不要となった場合あるいは発注者から返還の要求があった

場合には、遅滞なく発注者に返還する。もしくは、発注者の承諾を得た上で廃棄す

る。廃棄を行う場合は、当該情報が判読できないように必要な措置を講ずるものと

し、その旨を書面にて発注者に報告しなければない。 

 

 その他 

本仕様書等に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、質疑により書面で申

し入れ、発注者及び受託者協議の上定めることとする。 
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第２章 業務内容 

 

第１節 水道料金お客様センター業務 

１．水道料金お客様センター（以下「センター」という。）は検針・収納業務等の営業統括

の拠点であり、窓口・コールセンターとしての機能を併せ持つお客様サービス最前線であ

り、丁寧・正確・迅速を柱とし、他部門との緊密な連携のもと的確に業務を遂行する。 

２．センターは同時にデータ入力・処理の拠点であり、効率的な情報管理により一元的でリ

アルタイムな情報提供を目指す。 

３．電話・FAX・来庁、検針・収納業務及び他部門との連携によりお客様の下記届出・相談

等に対処する。 

（１） 給水装置の使用開始（開栓）又は中止（閉栓）の届出 

（２） 給水装置使用者又は所有者（以下「使用者」という。）の名義人を変更する届出 

（３） 口座振替申込み及び引継の届出と金融機関への連絡 

（４） 上下水道料金の請求先及び送付先の設定・変更（水道使用量のお知らせ郵送依頼を

含む）の届出 

（５） 水道料金の減免申請 

（６） 計量・漏水・料金等に関する相談 

（７） 水道料金の納付に関する相談又は入金の連絡 

（８） 水道事業にかかわる他部門への連絡の取次ぎ 

（９） 水道料金にかかわるその他の届出及び相談 

（１０）執務時間外においても、受託者の連絡体制を確立するとともに、必要に応じて事務

処理を行うものとする。 

（１１）センターは、上記の業務に必要な書類作成等（閉栓封筒の封入物の印刷・詰め込み

作業・センター使用封筒の押印業務）をするものとする。 

４．３に掲げる届出に対応し、本市水道料金等管理システム（以下「料金システム」という。）

に必要なデータ入力を行う。 

５．センターで処理するその他の業務 

（１） センターにおいて水道料金を収納し、窓口や集金により収納した収納金を出納取扱

金融機関に納入するまで一時的に管理し、入金の内容について発注者に報告する。 

（２） 水道料金納入済証明書・水道使用証明書の発行申請を受け付け、発注者の検収を受

けた後、当該手数料の収納を行い、証明書と領収書を発行する。 

（３） 水道局総務課からの日程に基づき、システム処理により検定満期のメータを抽出し、

水道メータ取替指示票及び対象リストを作成し、水道局総務課に交付する。 

（４） システム処理により発注者の指示する条件に基づくメータ取替リストを別途作成し、

水道局総務課に交付する。 
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（５）水道局総務課より取替作業の完了した取替指示票を受領し、指示票同様の水道メータ

取替連絡票に指示票の作業データを浄書し、ＯＣＲ処理を行いエラーチェックの後、

サーバー処理によりメータ情報の更新処理を行なう。 

（６）府より委託を受けた者が、府営住宅のメータ取替を行ない、その取替指示票の提出が

あった場合は、その指示票に基づきデータを入力する。 

（７）府営住宅貯水槽の清掃処理分の上下水道料金について府より委託を受けた業者から

の清掃申請、結果報告の使用水量に基づき、まとめて納付書を作成、料金請求を行う。 

（８）業務における処理件数をその内容ごとに整理し、発注者からの指示に基づき、必要な

統計資料もあわせて作成する。 

（９）業務の実施について年間及び月間の業務予定表を作成し、発注者に報告する。 
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第２節 検針業務 

（検針業務の範囲） 

６．検針対象区域を「偶数月検針区域」及び「奇数月検針区域」の２区域に区分し、交互に

実施する隔月方式により検針を行う。また、臨時用メータの検針についても同様にする

ものとする。使用水量のお知らせを交付する。 

（検針予定表の作成） 

７．定例検針を実施する場合は、年間検針予定表（以下「予定表」という。）を作成し、当

該年度初めまでに、発注者に発注者に提出するものとする。 

８．検針予定表は、毎月２０日を目途に作業が終了するようその作業量を配分して定めるも

のとする。 

９．検針予定表を作成するにあたっては、前回検針の日を基準日とし、当回分の検針日が基

準日の前後３日の範囲を超えないよう配慮するものとする。 

１０．提出した検針予定表を変更するときは、前項の日数の範囲を超えた変更はできないも

のとする。 

（検針データの作成） 

１１．検針予定表に基づき、当該検針日の前日に、検針単位ごとに検針データを作成するも

のとする。 

（検針作業） 

１２．定例検針の作業は、定められた検針予定表の日程に従って確実に実施しなければなら

ない。 

１３．受託者は、検針を実施するにあたっては、原則として使用者との対面により行い、メ

ータの指針及び水量を正確に HT に入力し、「水道使用量のお知らせ」（以下「お知ら

せ」という）を使用者に交付しなければならない。但し、別途送付等が必要なものに

ついては、その都度送付するものとする。 

１４．検針に際しては、その検針区域に給水停止中又は閉栓中の世帯が含まれているときは、

これについてもメータの点検を行い、指針の確認を行うものとする。 

１５．新設開栓の門標を使用者宅に張り付ける場合は、使用者の了承を得たうえで、張り付

けるものとする。また、既設使用者分についても、張り替えが必要なものについては、

その都度張り替えるものとする。 

１６．検針を行った給水装置で漏水が疑われる場合は、文書で使用者に通知し適切な処理を

行うものとする。 

（使用状況の調査） 
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１７．検針時において、次の各号に該当する場合は、これに基づく調査及び使用者に事前確

認を行い、その結果を発注者に報告しなければならない。 

（１）使用水量が前回又は前々回及び前年同月と比較し、大差が生じた場合あるいは使用水

量に疑義があるとき 

（２）使用水量が急激に減少又は０㎥のとき 

（３）漏水（パイロットの回転・使用水量の増加）が疑われるとき 

２ 使用者から漏水等の調査依頼があった場合は、その方法を理解できるように説明する

ものとする。 

（無断使用等の処置） 

１８．給水停止中である使用者のメータを点検した場合において、その使用者が水道を使用

していることが判明したときは、当該使用者に対して現在給水停止中である旨を通知

するとともに、その状況を発注者に報告するものとする。 

１９．閉栓中であるメータを点検した場合において、そのメータの指針に異常があることを

認めたときは、当該給水装置が使用されているか又は漏水があるのか、その原因を調

査するものとする。 

２０．前項の給水装置が使用されていることが判明したときは、直ちに使用者に届出の手続

きを依頼すること。 

２１．当該給水装置で漏水していることが判明したときは、直ちに止水栓を閉じ、その旨を

発注者に報告し、必要な処理を行うものとする。 

（検針結果データの送信、再検針） 

２２．定例検針作業終了後、HT のデータチェックを行い、電算処理後に、エラーリスト及

び未検診リストを出力するものとする。 

２３． 各リストを精査し、再度調査を要するデータについて、再調査用検針票（以下「検

針票」という。）を作成するものとする。 

（再検針） 

２４．検針票に基づき未検針や要調査メータについて、再度検針を行い、指針の確認を行う

ものとする。 

２５．再度検針を行った結果、検針票に記録された数値に誤りがないことが確認されたとき

は、水量が過多又は過小となった原因などを調査し、その結果を検針票に記載し、発

注者に報告しなければならない。 

（水量の認定） 

２６．次の各号に掲げる理由により使用水量の認定を必要とするときは、速やかに水量認定
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をし、その結果を文書により発注者に報告し、発注者の指示を受けて処理しなければ

ならない。 

（１） メータに異常があったとき 

（２） 使用水量が不明のとき 

（３） 再検針を行ったところ、メータに異常がなく、かつ水量を認定する 

必要があるとき。 

（漏水減免） 

２７．漏水修理が完了した給水装置より、「羽曳野市水道事業水道料金の漏水にかかる軽減

又は免除に関する要綱」（以下「減免要綱」という。）に基づき、当該使用者から水道

料金及び下水道使用料（以下「水道料金等」という。）の軽減を希望された場合は、減

免要綱及び申請方法について説明し。了承を得なければならない。 

２８．使用者から水道料金漏水減免申請書等の提出を受けたときは、減免要綱第４条の「軽

減又は免除の算出基準」により使用水量を認定し、減免額等を算出したうえで、その

結果を報告しなければならない。 

２９．速やかに内容を審査し、減免の適否及び減免額を決定し、その結果を使用者に通知し

たうえで、適切な事務処理を行わなければならない。 
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第３節 開閉栓業務 

（開栓の受付及び処理） 

３０．開栓の届出について受付するものとする。 

３１．受付した事項に基づき、開栓連絡受付表を作成し、電算処理により、開始受付入

力処理及び開栓指示書を作成する。 

３２．開栓指示書の受付内容に応じ、水栓所在地のメータの指針を確認し、作業票に記

録した後、止水栓を開き、申込者が希望する使用開始日に使用が可能な状態にするも

のとする。 

３３．開栓時において、給水装置に漏水等があり、止水栓を開くことが適当でないと認

められるときは、止水栓を閉じ、使用者等に対し、原則として口頭によりその旨を通

知するものとする。また、不在あるいは未入居等の場合は、文書又は電話により、使

用予定者あるいは使用申込者に対し、確実に知らせるとともに、必要な措置を講ずる

ものとする。 

３４．開栓の処理を完了した日から７営業日以内に、使用予定者に対し「水道使用に関

するお知らせ」を本人の指定する場所に送付しなければならない。 

３５．「水道使用に関するお知らせ」の内容等について、立案し、承諾を得たうえで作

成しなければならない。 

３６．開栓の処理が完了したときは、開栓日報を作成し、翌営業日までに、発注者に提

出しなければならない。 

３７．開栓月報を作成し、翌月初めに、発注者に提出しなければならない。 

３８．メータ設置等開栓に付随する作業及びメータの保管等、事前の準備が必要なとき

は、これを行う。ただし、発注者がメータ設置を指定給水装置工事事業者（以下、「指

定事業者」とする。）に依頼するときは、この限りではない。また、メータ等の受払

い方法については、別途指示するものとする。 

３９．集合住宅の新設開栓等において、通水等の調査が必要な場合は、指定事業者と協

議のうえ、実施しなければならない。 

４０．新設開栓等において、新たに使用者番号を設定する必要があるときは、現地調査

等を十分に行い決定しなければならない。 
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（閉栓の受付及び処理） 

４１．閉栓の届出について受付するものとする。 

４２．受付した事項に基づき、閉栓受付票を作成し、電算処理により、閉栓受付入力及

び転出カードを作成する。 

４３．転出カードの受付内容に応じ、水栓所在地のメータの指示数を確認し、同時に現

地精算を原則として精算を行う。ただし、使用者等の都合により、やむを得ないとき

は、口座振替又は納入通知書により、精算することができるものとする。 

 また、メータ撤去等閉栓業務に付随する作業が必要なとき、及び発注者の指示によ

り、撤去が必要とされるメータについては、受託者がこれを行ない、事後処理を行う

ものとする。 

４４．随時精算業務は、前回検針指示数と精算時指示数の差引水量によるものとし、水

道料金・下水道使用料の料金表に基づき、料金を精算するとともに、メータボックス

内の止水栓を閉じ、「水道開栓のお願い」等在中の「水道閉栓中」封筒を配布するも

のとする。 

４５．随時精算を行なうとき、使用者等に未納料金があるときは、これを併せて収納す

るものとする。 

４６．閉栓作業等を行ったときに、建物等の取り壊しの確認をしたときは、発注者に報

告するものとする。 

４７．当日閉栓作業を終了したときは、閉栓日報を作成し、発注者に提出するものとす

る。 

４８．転出カードの内容に応じて、必要な請求行為を使用者等に行うものとする。 

４９．転出者の水道料金等の収納状況に基づき、未収金の回収作業を受託者に指示する

ものとする。また、発注者が特に範囲を定め指示するときは、各戸訪問し、未収金の

収納に努めなければならない。 

５０．転出者の水道料金等の回収作業を行い、その結果を発注者に報告するものとする。 

５１．閉栓月報を作成し、翌月初めに、発注者に報告するものとする。 
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第４節 収納業務 

（収納業務の予定表の作成） 

５２．収納業務の年間予定表を発注者の方針に基づき作成し、当該年度初めまでに、発注者

に提出するものとする。 

（請求処理） 

５３．検針業務により、作成された調停内容に基づき、納入通知書を発行し、個人情報が漏

洩しないように処理を行い、使用者に発送しなければならない。 

５４．納付書未発送等の請求行為の未了者があるときは、遅滞なく請求を行うものとする。

また、納入通知書の未着分については、現地調査等を行い、本人確認のうえ、送付す

るものとする。 

 

５５．使用者から、口座振替による納入の依頼を受けたときは、羽曳野市水道料金等口座振

替実施要綱に基づき、口座振替による請求を行わなければならない。 

 

５６．前項の請求後、使用者の理由等により振替ができないときは、その理由を金融機関で

確認したうえで、再度振替又は納付制に変更処理を行うものとする。また、使用者に

再度振替又は納付制に変更することのお知らせを作成し、通知しなければならない。 

 

５７．発注者が指定する収納状況表等の資料を作成し、速やかに提出するものとする。 

（収納した料金等の払込み） 

５８．収納した料金等を翌営業日の正午までに、発注者が指定する口座に納入し、その内訳

書を提出するものとする。 

（口座振替引継処理） 

５９．使用者より市内転居等で新たに給水装置の使用開始の申し込みがあり、口座振替引継

届の提出があった場合、受付簿に記入し、必要に応じて当該口座振替取扱金融機関に

振替の引継にかかる文書を送付し、当該使用者の情報をシステムに入力するものとす

る。 

（口座振替中止の入力） 

６０．口座振替による納付者より申出又は当該引落し口座の解約があった場合、納付制への

変更入力を行うものとする。 
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（口座振替請求処理） 

６１．口座振替日を含め７営業日前に請求データをシステム操作により作成し、伝送にて口

座振替取扱金融機関に送付しなければならない。 

（口座制への請求切替処理） 

６２．前項口座請求の前に口座振替取扱金融機関より使用者にかかる口座振替申込書を受

領した場合は、原則として水道料金等の請求方法を口座制に切り替える。但し、口座

へ請求切替するのは、発行済納付書支払期限が一定期間経過したもののみとする。 

（口座振替停止処理） 

６３．口座振替請求処理後、請求の停止が必要と認められる場合は、各口座振替取扱金融機

関が定める日時までに「口座振替停止依頼書」を各口座振替取扱金融機関に送付しな

ければならない。 

（口座振替等による収納処理） 

６４．口座振替日を含め原則３営業日後に口座振替結果データを伝送により口座振替取扱

金融機関から受領した後、システムに入力し消し込み及び払い出し処理を行うものと

する。 

（口座振替不納者処理） 

６５．口座振替の結果、残高不足により引落しできなかった納入義務者に対し、「水道料金

等振替不能のお知らせ」を作成・送付し、残高不足以外の理由による振替不能者につ

いては納入通知書の送付等、必要な処理を行い、処理内容をデータ入力する。 

（納入方法変更依頼の受付） 

６６．納入義務者から納入方法変更の依頼があったときは受け付けし、随時システムへの入

力等必要な処理を行うものとする。 

 (コンビニ経由の収納処理) 

６７．下記の手順によりコンビニエンスストアから収納金（スマートフォンによる決済も含

む）を、定められた日程に基づき収納代行会社経由で収納情報を受領し、消し込み処

理を行うものとする。 

（１）送付された日程に基づき、土日を除き、収納情報を受領し、システムにてチェックリ

ストを作成し、エラーデータ及び停水対象者等の入金情報を確認する。 

（２）収納代行会社経由で納入通知データが送付されるので、資金振込日を消し込み日とし、

システムにて消し込み処理を行う。 
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（３）システムにて収納情報の消し込み処理を実施し、収入集計表、データエラーチェック

リスト、消込処理チェックリスト、収入日計表、収入月計表、出金伝票を作成し、発

注者の検収を受ける。このとき過誤納金が発生すれば、過誤納リストを併せて出力し

て、過誤納処理を行い料金システムより出力した過誤納金還付・充当処理伺書と経過

報告書とを併せて発注者の検収を受ける。 

（過誤納金の還付処理） 

６８．収納金に過誤納金が発生した場合は、使用者に過誤納金の明細報告及び過誤納金処理

方法を協議したうえで、充当還付台帳を作成し、発注者に報告するものとする。 

６９．発注者は、充当還付台帳に基づき、必要な会計処理を行い、充当還付の結果通知及び

必要に応じて、還付金の交付を行い、受託者は、当該使用者に還付するものとする。 

（インボイス対応等） 

７０．検針票及び「水道使用水量等のお知らせ」を適格請求書として発行する、また、使用

者から請求があった場合はシステムにて再発行等を行うものとする。 
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第５節 滞納整理業務 

（滞納整理） 

７１．料金の納入期限後において滞納があるときは、未納者に対して、水道料金等督促状（以

下「督促状」という。）を発行し、発送するものとする。 

（催告状の発行） 

７２．督促状等による納入がない未納者に対して、さらに催告状を発行し、給水停止事前通

告書を同封し、配布をするものとする。 

（対象者の報告） 

７３．前項の給水停止事前通知書の配布に際しては、その都度、対象者のリストを作成し、

発注者に報告するものとする。 

（未納者への対応等） 

７４．催告状の納入期限後の未納者に対しては、電話による催告及び夜間徴収等により、迅

速な収納に努めなければならない。 

７５．催告状の納入期限後、発注者に給水停止予告者一覧を提出し、承認を受けた後、未納

者に給水停止予告書を発送しなければならない。 

 （滞納整理状況の報告等） 

７６．給水停止予告書の納入期限までに、原則として未納者を各戸訪問し、滞納金の収納に

努めなければならない。 

７７．無断転出等による未納者に対しては、発注者と協力して転出先等所在地の確認調査を

行い、収納に努めなければならない。 

７８．上記によっても収納できない未納者について、未納者一覧表を作成し、住所及び氏名

（法人にあっては主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）、未納額、請求年月日、履

行期限、督促方法及び無断転出発見年月日等を詳細に記載し、滞納に至った経緯等を

常に明確にして、後日発注者に報告しなければならない。 

（不着郵便調査） 

７９．郵便物が不着郵便で返ってきた場合は、調査し発注者に報告しなければならない。 

（料金等の分割納入及び支払い延期） 

８０．納入義務者からその納入すべき水道料金等を分割して納入または支払い期間の延期
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したい旨の申し出を受けたときは、納入義務者と協議の上、誓約書の提出を受け、納

入期日、料金等の内容を記した文書を作成し、発注者に報告するものとする。 

８１．納入期日から３営業日を過ぎても、分割納入又は支払延期に係る水道料金等が納入さ

れなかったときは、その経過を記して発注者に報告し、給水停止等の措置を講ずるも

のとする。 

（支払督促等） 

８２．発注者が支払督促等法的措置を必要と認める料金未納者に対して、受託者は、支払督

促の手続きに移行する旨の通知文書（以下「通知文」という。）を作成し、内容証明郵

便にて送付するものとする。 

８３．通知文を受け取った料金未納者が水道料金等の支払いに応じないときは、受託者は、

支払督促等法的措置の関係書類を作成し、発注者へ提出するものとする。なお、裁判

所への提出等については発注者が行うものとする。 

８４．裁判所への申立時以降の法的措置に係る手数料等の諸費用及び弁護士費用について

は、発注者が負担するものとする。 

 

第６節 給水停止及び解除業務 

（給水停止） 

８５．給水停止予告書を発送してもなお、納期限までに納入がないときは、滞納者への連絡

など納入を促す対応に努め、その後も納入がない場合は、当該納入義務者に係る給水

装置の給水を停止（以下「給水停止処分」という。）するものとする。 

８６．給水停止処分の執行対象者及び執行日については、作成したリスト及び日程表に基づ

き、発注者の承認を受けなければならない。 

８７．給水停止処分は、発注者の権限により実施し、現地において未収金の回収ができる場

合はこれを受領する。 

８８．発注者が給水停止処分を行った料金未納者が料金を納入した場合は、速やかに給水停

止を解除し発注者に報告するものとする。 
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第７節 臨時用水道料金等関連業務 

（前受金の受付） 

８９．使用者から臨時用水道使用の申し込みを受け付けたとき、羽曳野市水道事業臨時用水

道にかかる概算料金に関する要綱に基づき、概算料金を算定し、臨時用水道料金前受

金納入通知書を発行しなければならない。 

９０．臨時用水道料金前受金（以下「前受金」という。）の収納を確認した後、臨時用メー

タ設置等開栓に付随する作業及びメータの保管等、事前の準備が必要なときは、これ

を行う。ただし、発注者が臨時用メータの設置を指定事業者に依頼するときは、この

限りではない。また、臨時用メータの貸出方法については、別途指示するものとする。 

（使用するメータ） 

９１．臨時用メータに使用するものについて、発注者が提供するメータを赤色に塗装して使

用するものとする。 

９２．臨時用メータの検定満期期間がないもの、または故障し、使用ができないものは発注

者へ返却するものとする。 

（使用状況の調査） 

９３．臨時用メータの検針データに基づき、使用状況を精査し、前受金に不足が生じた場合

又は不足が生じるおそれがあるときは、使用者に連絡のうえ、臨時用水道料金の請求及

び以後の使用についての協議をしなければならない。 

９４．臨時用メータが長期間の使用、または目的外の使用が認められるときは、使用者に対

し、臨時用メータの返却をさせるものとする。 

９５．検定満期までの期間が短い臨時用メータについて、貸出しているものは取替を行うも

のとする。 

（前受金の精算） 

９６．休止のため返却された臨時用メータの指示数により、直ちに精算し、還付又は追徴の

手続きを行い、発注者に報告しなければならない。 
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（電子計算処理業務） 

９７．当該委託業務の遂行にあたり、発注者が貸与した電子計算機により処理をおこなわな

ければならない。 

（情報資産保護） 

９８．前条に掲げる電子計算機の使用にあたり、羽曳野市が所有する情報資産に関する情報

セキュリティ対策について定めた情報セキュリティポリシーを遵守しなければならな

い。 

（情報資産管理責任者） 

９９．発注者が保有する情報資産を管理及び保護するため、情報資産管理責任者を置く。情

報資産管理責任者は、事務責任者をもって充てるものとする。 

１００．情報資産管理責任者は、電子計算処理業務のほか、発注者が委託する全ての業務に

係る情報資産を善良な管理者の注意をもって、管理及び保護しなければならない。 

 

（運用時間） 

１０１．電子計算機等の運用時間は、原則として、受託者の受託営業時間内において行うも

のとする。ただし、発注者が事務処理上必要と認めた場合は、この限りでない。 

 

（運用記録） 

１０２．電子計算機の使用状況を把握し、出力その他の使用実績の記録を整備し、随時、発

注者に対して、閲覧に供することができるよう管理しなければならない。 

 

（電子計算機処理データの保護） 

１０３．電子計算機等の電子計算処理データ（以下「データ」という。）の毀損及び滅失を

防止するように努めなければならない。 

 

（入出力帳票及び記録媒体の管理） 

１０４．データの取扱について、入出力帳票及び記録媒体を次の各号に掲げるところにより

管理しなければならない。 



- 22 - 

 

（１）発注者の指示する所定の管理場所に保管する。 

（２）不要となった入出力帳票を処分するときは、焼却又は裁断等により、復元できない

方法をとらなければならない。 

（３）電子記録媒体を破棄するときは、記録内容を完全に消去し、必要な場合は、電子記

録媒体を破壊し、データの漏洩を防止しなければならない。 

（４）重要な電子記録媒体の保管については、発注者と協議のうえ、複製を作成するなど

の必要な措置を講じ、データの安全を確保しなければならない。 

 

（電子計算機の取扱） 

１０５．電子計算機に入力を行う場合は、細心の注意を払い、入力ミスの防止を徹底しなけ

ればならない。 

１０６．電子計算機の運用について、始業時間前には、料金システムを問い合わせに対応で

きるよう起動し、業務終了時においては、電子計算機の電源切断等の管理を行わなけ

ればならない。 

１０７．電子計算機を使用する事務従事者は、発注者の貸与する電子計算機を使用する能力

を有し、業務遂行が可能であるものでなければならない。 

 

（各種帳票作成） 

１０８．受託業務に付随する各種帳票を作成し、発注者に提出しなければならない。 
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第８節 メータ管理業務（出庫管理・在庫管理等を含む） 

（入・出庫に伴う管理業務） 

１０９．メータの購入は発注者が行い、入庫及び検収、数量の把握等については、発注者が

指定する場所により、受託者が行うものとする。指定事業者等からの給水装置の新

設・改造工事又は臨時用水道の申込みについて、発注者の指定する方法、場所等によ

り、メータを出庫するものとする。また、取替等により回収したメータについては、

指定事業者等より返却を受け、修理及び廃棄の区分に分類し、数量を把握したうえで

発注者が指定する場所にて保管しなければならない。 

１１０．使用者等がメータの撤去されている既設給水装置場所に入居されるときは、発注者

の指定する方法により、メータを出庫するものとする。 

１１１．閉栓中で長期使用をしていない又は家屋の取壊し等で給水装置の撤去により回収

したメータについては、修理及び廃棄の区分に分類し、数量を把握したうえで保管し

なければならない。 

１１２．検定満期によりメータ出庫等の必要がある場合は、量水器取替等委託業務受託者

（以下「取替業者」という。）より、取替済メータと取替完了報告書を指示数確認の

うえ受領し、発注者に報告するものとする。 

１１３．前項のメータ出庫に関しては、出庫伝票を発行し、発注者に提出するものとする。 

１１４．メータ管理に際して、在庫数に不足等が生じると予想される場合は、直ちに発注者

に報告するものとする。 

（メータ取替に伴う管理業務） 

１１５．当該年度初めまでに検定満期メータ取替予定表、メータ取替一覧表及びメータ取替

伝票伝票を作成し、取替予定日ごとに振り分け、取替業者に対し、迅速に出庫できる

よう管理するものとする。 

（メータ取替に伴う業務の管理等） 

１１６．発注者が契約を実施する取替業者への連絡・調整等を実施すること。また、大型メ

ータ等の取替等に関する取替対象者への連絡・調整を行い、取替業者と調整を図り、

立会等を求められた際については、立会及び作業を行うこと。その内容については、

発注者への報告をおこなうこと。市職員の立会等が必要な場合は調整を行うものと

する。修繕等を伴う取替などについても調整を行い、発注者に報告するものとする。 
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（給水開始届（新設）にともなうメータの設置及び出庫等に関する業務） 

１１７．センターは、発注者の指示するところに従い、給水装置工事指定事業者に新設メー

タを支給し、また、メータの在庫管理、出庫、購入、返納等に伴う調整を行うもの

とする。 

（メータの取替に関する調整業務） 

１１８．センターは、発注者が所有者または使用者へ貸与したメータのうち、計量法に定め

るメータの検定満期を迎えるメータ及びメータ不動等のトラブルにより正確な計量が

不可能となったメータの取替、並びに取替にあたり必要となる業務についての調整を

行うものとする。 

（１）検満メータの取替 

（２）故障メータの取替 

（３）メータ取替に伴って発生する必要な工事（付帯工事）を行う 

（４）取替にあたっての周知（ビラの配布）、必要な使用者とは日程調整を行う 

（５）作業にあたっては、市の指定する注意事項を遵守すること 

（６）完了後、回収したメータの返納、作業にかかる報告を行うこと 

 

 

第９節 料金関係受付及びその他に付随する業務 

 

１１９．センターは、下水道部よりメータ位置の情報提供依頼があった場合は、検針時に把

握しているメータ位置情報を提供すること。 

１２０．センター運営業務において使用する帳票については、常に正確な在庫確認を行うと

ともに、使用実績に基づき発注者に十分な期間をもって帳票の作成依頼を行わなけ

ればならない。 

１２１．センターは、下水道部の指示により、随時サーバーにてメータ使用回数集計表を作

成するものとする。 
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第 10 節 ＜その他＞ 

 

（受付業務） 

 

１２２．検針に伴い、使用者からの次の各号に掲げる届出があったときは、羽曳野市水道事

業給水条例（昭和 38 年羽曳野市条例第 231 号。以下「条例」という。）及び羽曳野市水

道事業給水条例施行規程（昭和 44 年羽曳野市水道事業管理規定第 13 号。以下「施行規

程」という。）の規定に基づいて受付し、処理しなければならない。 

 （１）給水装置の使用開始又は中止の届出 

 （２）給水装置使用者の名義人及び住所（口座情報含む）を変更する届出 

 （３）臨時用水道の使用に関する届出 

 （４）給水申請等に関する届出 

 （５）集団住宅の専用給水装置用給水料金に関する届出 

 （６）代理人及び管理人の変更の届出 

  

（証明書の発行等） 

 

１２３．使用者から水道使用証明書又は水道料金等収納済証明書の交付の依頼があったと

きは、各証明書の発行を行うものとする。また、調定内容の閲覧等申し出があったと

きは、発注者の承認のうえ行うものとする。 

１２４．前項の事務を行ったときは、内容を記録し、資料等の作成をしなければならない。 

 

（違反行為及び漏水等の発見について） 

 

１２５．検針及び収納業務の実施中において、次の各号に掲げる事項を発見したときは、速

やかに発注者に報告し、指示を受けるものとする。 

 （１）給水条例及び施行規程等に違反する行為 

 （２）下水道条例及び下水道条例施行規則等に違反する行為 

 （３）メータの亡失又は毀損 

 （４）公道上における漏水及びメータボックス等の破損 

 （５）その他（水道及び下水道に関する異常な事項） 

 

（その他の事務） 

 

１２６．その他本仕様書「第１章業務の内容」の範囲に付随する事務を発注者の指示のもと

に行うものとする。 
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１２７．前項の業務の遂行にあたっては、合理性と必要性を担保するため、その方法につい

て常に改善策を講じるものとする。 

 

（高齢者の見守り） 

 

１２８．発注者が指定する高齢者について、検針時にできる限り声掛け等による安否確認を

するものとする。 

１２９．前項の高齢者に異変等があるときは、速やかに発注者へ報告し、指示を受けるもの

とする。 

（留意事項等） 

 

１３０．検針・収納業務等の実施のため個人の宅地内に立ち入るときは、個人の所有物件を

損壊しないよう細心の注意を払わなければならない。 

１３１．検針・収納業務等の実施に伴い、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担によ

りこれを賠償しなければならない。 

１３２．この業務を実施するにあたり、夜間及び早朝に使用者宅の訪問・電話業務を行う場

合は、相手の了解及び指定がない限り常識を超える時間帯を避けるよう最大の注意

を払わなければならない。 

１３３．祝日、夜間及び年末年始等の営業時間外における災害等緊急事態の発生に備え常に

緊急連絡網を整備し、これを発注者に報告しなければならない。 

１３４．料金システム操作において、発注者が契約する保守委託業者に対し連絡及び作業を

依頼する場合は、事前に発注者に内容を説明し、了解を得たうえで連絡し、その結

果を発注者へ報告すること。 

１３５．災害等緊急時を想定し、あらかじめ的確な対応がとれる体制を構築し、発注者と災

害時の復旧活動等に関する応援協定を締結し協力体制を構築しなければならない。 

（その他の報告） 

１３６．発注者との郵便物や現金等の受け取りについて記録し、発注者の求めに応じて提出

するものとする。様式は別に定めるものとする。 
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第 11 節 給水申請関係業務等 

 

本節の業務については、以下の業務を行うものとする。業務の詳細については、仕様書細目

に記すものとする。 

 

（給水装置工事申請書の窓口受付等に関する業務） 

１３７．センターは、給水装置工事申請書（以下、給水申請という）の受付、添付書類等の

審査、電話相談に関する業務を行う。 

 

（給水装置工事申請書の受付情報入力等に関する業務） 

１３８．センターは、給水申請の受付情報を給水受付管理システム（以下、受付システムと

いう）に入力等に関する業務を行う。 

 

（納付金の収納及び催促業務） 

１３９．センターは、給水申請に伴う納付金の収納及び催促に関する業務を行う。 

 

（立会検査及び竣工検査に関する業務） 

１４０．センターは、穿孔工事、竣工検査の日程調整に関する業務を行う。また、工事竣工

の届出に関する受付業務を行う。 

 

（管路情報システム（マッピング）の給配水管調査等に関する業務） 

１４１．センターは、窓口に設置する管路情報システム（マッピング）により、配水管・給

水管の布設状況、メータ口径等の調査に関する業務を行う。 

 

（指定給水装置工事業者の登録等に関する業務） 

１４２．センターは、発注者の指示に従い、指定給水装置工事業者の指定等の届出に関する

業務を行う。 
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（小規模貯水槽等に関する業務） 

１４３．センターは、給水条例第４０条の２に関連する業務を行う。（給水受付システム入

力等に関する業務を含む） 

 

（水道に関連する相談受付に関する業務） 

１４４．センターは、水道に関連する相談受付に関する業務を行う。 

 



業務内容及び業務実績の概要（令和3年度決算資料等より作成）

１．口座振替日 検針月の翌月９日、再振替は翌々月９日

２．納入期限日 検針月の翌日２６日

３．給水停止 月１回実施

４．納付割合 口座振替73％、納付書27％

５．年間検針件数 296,951件

６．年間調定件数 262,206件

７．年間停水 予告発行件数 801件

給水停止件数 150件

給水停止解除件数 83件

８．滞納状況 ※令和3年度分は翌月(年度明け）に大半の収納があります。

（令和3年度末現在　上水道料金） 平成２８年度 215件 634,842円

平成２９年度 207件 578,353円

平成３０年度 209件 811,915円

令和元年度 185件 501,730円

令和２年度 197件 645,429円

令和３年度 26,100件 3,172,269円

合計 27,113件 6,344,538円

９．分納誓約件数 年間　41件

１０．給水停止対応 受注者においてすべて事務処理の後、水道局総務課に書類を

提出し、決裁後給水停止執行

１１．開閉栓処理数 開栓　年間　2,601件

閉栓　年間　2,641件

１２．検針サイクル ２ヶ月検針

１３．一般納付書送付 年間　53,468件

１４．水道料金等消込 口座振替　年間 197,230件

コンビニ　年間 58,446件

一般　　　年間 9,762件



１５．メーター取替 年間　約6,200件

（内訳）　　φ13mm 2,000件

φ20mm 4,000件

φ25mm 150件

φ40mm 50件

φ50mm以上 10～20件

１６．漏水減免件数 令和元年度 288件

令和２年度 312件

令和３年度 266件



分類 数

10台

1台

4台

14台

14台

11台

1台

1本

1本

1本

1本

貸与品一覧表

品名

プリンター用充電器

市営向野南住宅

羽曳が丘低区第１門扉

羽曳が丘低区第１倉庫

４F　電算室

備品類

鍵

デスクトップパソコン（水道料金管理システム含む）

ノートパソコン

プリンター

検針用ターミナル

ターミナル充電器

検針票プリンター


